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佐倉市条例第   号 

   一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 一般職職員の給与に関する条例（昭和３２年佐倉市条例第３２号）の一部を

次のように改正する。 

 第１２条第２項中「及び支給額」を「、支給額及び勤務内容」に改め、同条

第３項中「若しくは」を「又は」に、「減額し」を「減額し、」に改める。 

 別表第５中「支給対象」を「勤務内容」に改め、同表建築確認業務手当の項

中「建築確認業務に従事する建築主事」を「建築主事が建築確認業務に従事し

たとき。」に改め、同表災害出動手当の項を次のように改める。 

災害出動手当 日額 ２，１６

０円以内 

１ 異常な自然現象により重大な災害が

発生し、若しくは発生するおそれがあ

る現場において行う巡回監視、当該現

場における重大な災害の発生した箇所

若しくは発生するおそれの著しい箇所

で行う応急作業若しくは応急作業のた

めの災害状況の調査又は避難所の開設

若しくは運営に従事したとき。 

２ 災害救助法（昭和２２年法律第１１

８号）が適用された同法第２条第１項

に規定する災害発生市町村（以下「災

害発生市町村」という。）に派遣され、

災害発生市町村の区域内において、同

法第４条第１項各号に掲げる救助をし

たとき。 

３ 前項に規定するもののほか、本市の

区域外で異常な自然現象により重大な

災害が発生し、又は発生するおそれが

ある場合において、当該地域に派遣さ

れ、災害対応業務に従事したとき。 

   附 則 



 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の一般職職員の給与に関する条例（以下「給与条例」

という。）別表第５災害出動手当の項の規定は、令和６年１月１２日からこの

条例の施行の日の前日までの間に、本市の区域外で同項に規定する業務に従

事した職員についても適用する。 

 （給与の内払） 

３ この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この

条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例

による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 


